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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エレベーターの昇降路内に昇降自在に配置されたかご及び釣合い重りと、前記かご及び
前記釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、前記駆動装置の綱車に巻き掛けられ、前記
かご及び前記釣合い重りを前記昇降路内に吊持する主ロープと、前記駆動装置の前記綱車
を制動する制動装置と、前記駆動装置及び前記制動装置の制御を行う制御装置と、を有す
るエレベーター装置において、
　前記綱車の回転数を検出するエンコーダと、
　前記制動装置に設けられ、電流により付勢されるとブレーキシューを吸引して制動を解
除するブレーキコイルを有するブレーキと、を備え、
　前記制御装置は、前記エレベーターの運転モードについて制動能力確認運転モードへの
切替制御を行うとともに、前記エレベーターの運転モードが制動能力確認運転モードであ
るときに、前記かご側と前記釣合い重り側との間に重量の不均衡がある状態で前記制動装
置により前記かごを停止させ、前記ブレーキコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置
による制動を徐々に開放し、前記エンコーダを介して前記かごの移動開始を検知し、前記
かごの移動開始時点における前記吸引電流の値に基づいて、前記制動装置の制動能力を測
定し、制動能力が所定の基準を外れた場合に、前記制動装置の制動能力が異常であると判
断することを特徴とするエレベーター装置。
【請求項２】
　前記制御装置は、前記かご側と前記釣合い重り側との重量の不均衡から生じるアンバラ
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ンストルクと、前記ブレーキコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置による制動を徐
々に開放し前記かごの移動開始時点での前記吸引電流における前記ブレーキコイルの吸引
力のトルクとの和でもって、前記制動装置の制動能力を評価することを特徴とする請求項
１に記載のエレベーター装置。
【請求項３】
　エレベーターの昇降路内に昇降自在に配置されたかご及び釣合い重りと、前記かご及び
前記釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、前記駆動装置の綱車に巻き掛けられ、前記
かご及び前記釣合い重りを前記昇降路内に吊持する主ロープと、前記駆動装置の前記綱車
を制動する制動装置と、前記駆動装置及び前記制動装置の制御を行う制御装置と、を有す
るエレベーター装置において、
　前記綱車の回転数を検出するエンコーダと、
　前記制動装置に設けられ、電流により付勢されるとブレーキシューを吸引して制動を解
除するブレーキコイルを有するブレーキと、を備え、
　前記制御装置は、前記エレベーターの運転モードについて制動能力確認運転モードへの
切替制御を行うとともに、前記エレベーターの運転モードが制動能力確認運転モードであ
るときに、前記かご側と前記釣合い重り側との間に重量の不均衡がある状態で前記制動装
置により前記かごを停止させ、前記ブレーキコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置
による制動を徐々に開放し、前記エンコーダを介して前記かごの移動開始を検知し、前記
かごの移動開始時点における前記吸引電流の値に基づいて、前記制動装置の制動能力を測
定し、測定した制動能力の前回の測定時における制動能力からの変動量が所定の変動量基
準を外れた場合に、前記制動装置の制動能力が異常であると判断することを特徴とするエ
レベーター装置。
【請求項４】
　前記制動装置は、互いに独立して制動動作可能な２つの前記ブレーキを有し、
　前記制御装置は、一方の前記ブレーキを開放した上で、他方の前記ブレーキの前記ブレ
ーキコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置による制動を徐々に開放し、前記エンコ
ーダを介して前記かごの移動開始を検知し、前記かごの移動開始時点における前記吸引電
流の値に基づいて、前記制動装置の制動能力を評価することを特徴とする請求項１から請
求項３のいずれかに記載のエレベーター装置。
【請求項５】
　前記かご内の負荷を検出するかご内負荷検出装置をさらに備え、
　前記制御装置は、かご内負荷検出装置の検出結果に基づき前記かご内が無負荷状態であ
るときに前記制動装置の制動能力の測定を行うことを特徴とする請求項１から請求項４の
いずれかに記載のエレベーター装置。
【請求項６】
　前記かごが停止する最上階における所定の停止位置を超えて前記かごがさらに上方へと
移動することを規制するリミットスイッチをさらに備え、
　前記釣合い重りの重量は、前記かご内が無負荷状態であるときの前記かご側の重量より
重くなるように設定され、
　前記制御装置は、前記かごを前記最上階の前記停止位置に停止させた状態において前記
制動装置の制動能力の測定を行うことを特徴とする請求項５に記載のエレベーター装置。
【請求項７】
　前記制動装置の制動能力が異常であると判断した場合に、前記エレベーターの運転を休
止するとともに、その旨を所定の場所に発報することを特徴とする請求項１から請求項６
のいずれかに記載のエレベーター装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、エレベーター装置に関するものである。
【背景技術】
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【０００２】
　従来における一般的なトラクション方式のエレベーター装置としては、例えば、図６に
示すようなものが知られている。
　この図において、１はエレベーターの図示しない昇降路内に昇降自在に配置されたかご
、２は昇降路内に昇降自在に配置され、このかご１と逆方向に移動する釣合い重り、３は
昇降路の頂部等に設置され、かご１及び釣合い重り２の昇降を駆動するための巻上機から
なる駆動装置、４はその一端がかご１の上部に連結され、その中間が駆動装置３の綱車５
及びにそらせ車６巻き掛けられた上で、その他端が釣合い重り２の上部に連結されること
により、かご１及び釣合い重り２を昇降路内につるべ状に吊持する主ロープである。
【０００３】
　主ロープ４は、綱車５との間に発生する摩擦力によって綱車５の回動と連動して移動し
、この主ロープ４の移動によりかご１及び釣合い重り２がつるべ式に昇降路内を昇降する
。駆動装置３に備えられた綱車５は、同じく駆動装置３に備えられた図示しない駆動モー
タによって駆動され、制動装置７によってその回動が制動される。
　また、駆動装置３には、綱車５の回転数を検出してパルスデータとして出力するエンコ
ーダ８が設けられている。
【０００４】
　このような従来における一般的なトラクション方式のエレベーター装置においては、か
ごが停止中の場合には、駆動装置に設けられた制動装置により綱車を保持し、かごを停止
位置に静止保持する。そして、かごの走行中に何らかの異常を検知して非常停止させる場
合には、駆動装置の制動装置を作動させて綱車を制動停止し、かごを非常停止させる構成
となっている。
　ここで、制動装置の制動能力が小さくなると、非常停止時の制動距離が長くなり安全装
置による異常検出時にかごを即座に停止することができなくなるおそれがある。この場合
、例えば、エレベーターの扉が開いた状態でかごが走行してしまう、いわゆる戸開走行異
常を検知した場合には、かごを非常停止させるまでの制動距離が法規により定められてい
るが、この要件を満足することができなくなってしまう。
　さらには、かごの停止時に正常にかごを静止保持することができなくなる可能性もある
。
【０００５】
　また、逆に制動装置の制動能力が大きくなると、今度は非常停止時等におけるかごの減
速度がきつくなり、かご内の利用者に慣性力等による影響を与えてしまうおそれがある。
この場合、通常、非常制動における減速度の基準としては、１Ｇ以下（Ｇは重力加速度）
が望ましいとされており、この基準を満たすことができなくなる可能性がある。
　以上のような事情により、制動装置の制動能力は、適正な値に設定されるとともに、定
期的な保守点検や検査時において制動能力の点検を実施し、経年変化等により制動能力が
異常となっていないかを確認する必要がある。
【０００６】
　そこで、従来におけるエレベーター装置においては、かごを停止させる際の減速度等を
用いて制動装置の制動能力を演算して制動装置の点検を行うものとして、かご及び釣合い
重りを吊持する主ロープが巻掛けられる巻上機と、この巻上機に対して制動力を付与する
制動機と、前記かごの速度を検出する速度検出器と、この速度検出器により出力される前
記かごの速度データを記憶する記憶部と、前記かごを停止させる際の減速度を演算すると
ともにこの前記かごの減速度等を用いて前記制動機の制動力を演算する演算部と、前記演
算部の演算により求められる演算結果を予め定められる基準値と比較して前記制動機の制
動力が良好であるかどうかを判定する判定回路と、備えたものが知られている（例えば、
特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
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【特許文献１】日本特開平０６－２６３３５３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１に示された従来におけるエレベーター装置は、走行している
かごを停止させる際の減速度を用いて制動機の制動力を演算するため、制動装置の制動能
力の測定をかごを停止したまま行うことができず、制動能力の測定のためのみにわざわざ
かごを走行させなくてはならないという課題がある。
　また、演算により求めた制動能力を予め定めた基準値と比較して良好であるかどうかを
判定するものであるため、制動装置の制動能力が実際に基準値を逸脱するまで制動能力の
異常を検出することができず、制動能力が異常に至る兆候を検知することができないとい
う課題があり、従って、実際に制動能力が異常に至った後、点検が行われる前の間に当該
制動能力の異常に起因して危険動作が行われてしまうおそれがあるという課題がある。
【０００９】
　この発明は、このような課題を解決するためになされたもので、第１の目的は、かごを
停止したまま制動装置の制動能力の測定を行うことができるエレベーター装置を得るもの
である。
　また、第２の目的は、制動能力が異常に至る兆候を検知することができ、制動能力の異
常に起因する危険動作を未然に防止することが可能であるエレベーター装置を得るもので
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　この発明に係るエレベーター装置においては、エレベーターの昇降路内に昇降自在に配
置されたかご及び釣合い重りと、前記かご及び前記釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置
と、前記駆動装置の綱車に巻き掛けられ、前記かご及び前記釣合い重りを前記昇降路内に
吊持する主ロープと、前記駆動装置の前記綱車を制動する制動装置と、前記駆動装置及び
前記制動装置の制御を行う制御装置と、を有するエレベーター装置において、前記綱車の
回転数を検出するエンコーダと、前記制動装置に設けられ、電流により付勢されるとブレ
ーキシューを吸引して制動を解除するブレーキコイルを有するブレーキと、を備え、前記
制御装置は、前記エレベーターの運転モードについて制動能力確認運転モードへの切替制
御を行うとともに、前記エレベーターの運転モードが制動能力確認運転モードであるとき
に、前記かご側と前記釣合い重り側との間に重量の不均衡がある状態で前記制動装置によ
り前記かごを停止させ、前記ブレーキコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置による
制動を徐々に開放し、前記エンコーダを介して前記かごの移動開始を検知し、前記かごの
移動開始時点における前記吸引電流の値に基づいて、前記制動装置の制動能力を測定し、
制動能力が所定の基準を外れた場合に、前記制動装置の制動能力が異常であると判断する
構成とする。
【００１１】
　あるいは、エレベーターの昇降路内に昇降自在に配置されたかご及び釣合い重りと、前
記かご及び前記釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、前記駆動装置の綱車に巻き掛け
られ、前記かご及び前記釣合い重りを前記昇降路内に吊持する主ロープと、前記駆動装置
の前記綱車を制動する制動装置と、前記駆動装置及び前記制動装置の制御を行う制御装置
と、を有するエレベーター装置において、前記綱車の回転数を検出するエンコーダと、前
記制動装置に設けられ、電流により付勢されるとブレーキシューを吸引して制動を解除す
るブレーキコイルを有するブレーキと、を備え、前記制御装置は、前記エレベーターの運
転モードについて制動能力確認運転モードへの切替制御を行うとともに、前記エレベータ
ーの運転モードが制動能力確認運転モードであるときに、前記かご側と前記釣合い重り側
との間に重量の不均衡がある状態で前記制動装置により前記かごを停止させ、前記ブレー
キコイルへの吸引電流を制御して前記制動装置による制動を徐々に開放し、前記エンコー
ダを介して前記かごの移動開始を検知し、前記かごの移動開始時点における前記吸引電流
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の値に基づいて、前記制動装置の制動能力を測定し、測定した制動能力の前回の測定時に
おける制動能力からの変動量が所定の変動量基準を外れた場合に、前記制動装置の制動能
力が異常であると判断する構成とする。
【発明の効果】
【００１２】
　この発明に係るエレベーター装置においては、かごを停止したまま制動装置の制動能力
の測定を行うことができるという効果を奏する。
【００１３】
　あるいは、制動能力が異常に至る兆候を検知することができ、制動能力の異常に起因す
る危険動作を未然に防止することが可能であるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】この発明の実施の形態１に係るエレベーター装置の全体構成を示す図である。
【図２】この発明の実施の形態１に係るエレベーター装置の動作の流れを示すフロー図で
ある。
【図３】この発明の実施の形態１に係るエレベーター装置の換算ブレーキトルクを用いた
制動能力異常判断の要領を説明する図である。
【図４】この発明の実施の形態２に係るエレベーター装置の動作の流れを示すフロー図で
ある。
【図５】この発明の実施の形態３に係るエレベーター装置の動作の流れを示すフロー図で
ある。
【図６】従来におけるエレベーター装置の全体構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
実施の形態１．
　図１から図３は、この発明の実施の形態１に係るもので、図１はエレベーター装置の全
体構成を示す図、図２はエレベーター装置の動作の流れを示すフロー図、図３はエレベー
ター装置の換算ブレーキトルクを用いた制動能力異常判断の要領を説明する図である。
　図において１はエレベーターの図示しない昇降路内に昇降自在に配置されたかごであり
、昇降路内にはこのかご１と逆方向に移動する釣合い重り２も昇降自在に配置されている
。
【００１６】
　昇降路の頂部等にはかご１及び釣合い重り２の昇降を駆動するための巻上機からなる駆
動装置３が設置されている。そして、かご１の上部には主ロープ４の一端が連結されてお
り、この主ロープ４の中間が駆動装置３の綱車５及びにそらせ車６巻き掛けられた上で、
主ロープ４の他端が釣合い重り２の上部に連結されることにより、かご１及び釣合い重り
２は昇降路内につるべ状に吊持されている。
　ここで、釣合い重り２の重量は、例えば、かご１内に定格負荷の５０％が積載されたと
きのかご１側の重量と釣り合うように設定されている。
【００１７】
　主ロープ４は、綱車５との間に発生する摩擦力によって綱車５の回動と連動して移動し
、この主ロープ４の移動によりかご１及び釣合い重り２がつるべ式に昇降路内を昇降する
。駆動装置３に備えられた綱車５は、同じく駆動装置３に備えられた図示しない駆動モー
タによって駆動され、制動装置７によってその回動が制動される。
【００１８】
　綱車５の回動を制動するこの制動装置７には、綱車５に連動して回動する図示しないブ
レーキドラムと、このブレーキドラムに対向するように配置されたブレーキと、が備えら
れている。このブレーキは、バネによる弾性力の作用でブレーキドラムへと押圧されブレ
ーキドラムに接触する際の摩擦力によって制動力を発生させるブレーキシューと、電流に
より付勢されるとブレーキシューを吸引して制動を解除するブレーキコイルと、を備えて
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いる。
　また、駆動装置３には、綱車５の回転数を検出してパルスデータとして出力するエンコ
ーダ８が設けられている。
【００１９】
　これらの駆動装置３や制動装置７は、昇降路頂部の機械室や昇降路壁等に設置された制
御装置９によって制御されている。
　この制御装置９には、かご位置データ９ａ、かご内負荷データ９ｂ及びエンコーダパル
スデータ９ｃが入力され、制御装置９はこれらのデータに基づいて駆動装置３及び制動装
置７の制御を行う。
【００２０】
　かご位置データ９ａは、昇降路内における現在のかご１の位置を示すもので、かご１に
設けられた図示しないかご位置検出装置により出力される。このかご位置検出装置は、例
えば昇降路内に取付けられた図示しないドアゾーンプレートを検知すること等により、か
ご１の現在位置の検出を行っている。
　かご内負荷データ９ｂは、かご１内の負荷を示すもので、かご１に設けられた例えば図
示しない秤装置等からなるかご内負荷検出装置により出力される。また、このかご内負荷
検出装置はかご内の状況を撮影するカメラにより構成することもできる。
　そして、エンコーダパルスデータ９ｃは、前述したエンコーダ８から出力されるもので
、綱車５の回転数を示している。
【００２１】
　当該エレベーターは、通常運転モード及び制動能力確認運転モードの２つの運転モード
を備えている。通常運転モードは特別な事情のない平常時においてエレベーターを通常運
転させるモードであり、制動能力確認運転モードは制動装置７の制動能力を測定して制動
能力に異常がないか確認を行うモードである。
　これらの運転モードの切替は所定の運転モード移行条件が成立することにより、制御装
置９の制御の下で行われる。この所定の運転モード移行条件として、例えば制動能力確認
運転モードへの移行は予め設定された当該エレベーターの利用者が少ない時間帯に行われ
るように設定される。
【００２２】
　前述のかご位置データ９ａ、かご内負荷データ９ｂ及びエンコーダパルスデータ９ｃは
、制御装置９の備えるデータ記録演算部９ｄへと入力される。
　このデータ記録演算部９ｄは、入力されたかご位置データ９ａ、かご内負荷データ９ｂ
及びエンコーダパルスデータ９ｃを用いて、当該エレベーターの運転モードに応じた所定
のデータ記録処理や所定のデータ演算処理を実行する。
【００２３】
　そして、このデータ記録演算部９ｄによる演算結果は、制御装置９の備える駆動制御指
令部９ｅ及びブレーキ制御指令部９ｆへと出力される。
　駆動制御指令部９ｅはデータ記録演算部９ｄからの演算結果に基づいて駆動装置３へと
制御指令を出力し、駆動装置３はこの駆動制御指令部９ｅからの制御指令に従って動作す
る。また、ブレーキ制御指令部９ｆはデータ記録演算部９ｄからの演算結果に基づいて制
動装置７へと制御指令を出力し、制動装置７はこのブレーキ制御指令部９ｆからの制御指
令に従って動作する。
【００２４】
　かご１が停止する上側の終端階である最上階の近傍の昇降路内には、かご１が当該最上
階における所定の停止位置を超えてさらに上方へと移動することを規制する図示しないリ
ミットスイッチが設置されている。
　かご１が当該最上階の所定の停止位置を超えてさらに上方へと移動しようとするとこの
リミットスイッチが作動し、リミットスイッチが作動すると安全装置が作動してかご１が
非常停止されるように構成されている。
【００２５】
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　この実施の形態にあっては、エレベーター装置、特に制御装置９は、図２に示す一連の
フローに従って動作する。
　当該エレベーターが通常運転モードにあるときに（ステップＳ０）、前述した所定の運
転モード移行条件、例えば予め設定された当該エレベーターの利用者が少ない時間帯にな
る、が成立すると、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動能力確認運転モー
ドへと移行させようとする（ステップＳ１）。
【００２６】
　そして、制動能力確認運転モードへと移行させようとするにあたり、まず、ステップＳ
２で、制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、かご内負荷データ９ｂに基づいてかご１内
の負荷の確認を行い、続くステップＳ３において、データ記録演算部９ｄは、ステップＳ
２で確認されたかご１内の負荷に基づいてかご１内に乗客（利用者）がいない状態である
か否かについて判断を行う。
　この確認において、かご１内に乗客がいない状態でない、すなわち、かご１内に乗客が
いる状態であると判断された場合には、ステップＳ０へと戻り、制御装置９は当該エレベ
ーターの運転モードを通常運転モードで継続させる。
【００２７】
　一方、ステップＳ３の確認において、かご１内に乗客がいない状態であってかご１内は
無負荷積載の状態であると判断された場合には、ステップＳ４へと進む。このステップＳ
４においては、制御装置９は、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動能力確
認運転モードへと移行させ、次の動作を行う。
　まず、制御装置９の駆動制御指令部９ｅは駆動装置３へと制御指令を出力して駆動装置
３を駆動させかご１を最上階へと走行させて、かご１が当該最上階に到着したならば、制
御装置９のブレーキ制御指令部９ｆは制動装置７へと制御指令を出力して制動装置７を動
作させて、この最上階においてかご１を停止させる。
【００２８】
　ここで、前述のごとく、釣合い重り２の重量はかご１内に定格負荷の５０％が積載され
たときのかご１側の重量と釣り合うように設定されている。従って、今このかご１内が無
負荷の状態においては、かご１側より釣合い重り２側の方が重く、このかご１側と釣合い
重り２との重量差により、かご１を上昇させ釣合い重り２を下降させる方向へとアンバラ
ンストルクＴＡが発生している。
　そして、かご１が制動装置７により停止されている状態は、制動装置７による制動保持
トルクがアンバランストルクＴＡを上回っている状態である。
【００２９】
　次に、ブレーキ制御指令部９ｆは、制動装置７のブレーキコイルへと供給する吸引電流
値を０から徐々に大きくしていくように制御して、制動装置７のブレーキを徐々に開放し
、制動装置７による制動保持トルクを徐々に小さくしていく。
　そして、制動装置７による制動保持トルクがアンバランストルクＴＡと等しくなり釣り
合い、この状態からさらにブレーキコイルへの吸引電流が大きくなり制動保持トルクがア
ンバランストルクＴＡを下回ると駆動装置３の綱車５が回転を始める。制御装置９のデー
タ記録演算部９ｄは、エンコーダ８からのエンコーダパルスデータ９ｃを監視することに
より綱車５が回転し始める時を検知し、この綱車５が回転し始める時点において制動装置
７のブレーキコイルへと供給している吸引電流値を測定してこれを記録する。
【００３０】
　以上のステップＳ４における一連のブレーキコイルへの吸引電流値の測定及び記録処理
の後はステップＳ５へと移行する。このステップＳ５においては、データ記録演算部９ｄ
は、先のステップＳ４で測定・記録したブレーキコイルへの吸引電流値を、制動装置７の
ブレーキ制動能力へと換算する。
　このブレーキコイルへの吸引電流値から制動装置７のブレーキ制動能力への換算は次の
ようにして行われる。
【００３１】
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　まず、予め、ブレーキコイルへある吸引電流値を与えた際においてブレーキコイルから
ブレーキシューに作用する吸引力の関係を測定し、データ記録演算部９ｄに記憶させてお
く。また、ブレーキドラムとブレーキシューとの間の摩擦係数及びブレーキドラムの回転
半径も予めデータ記録演算部９ｄに記憶させておく。
　そして、ステップＳ４で得た吸引電流値におけるブレーキコイルの吸引力を、予め記憶
していた吸引電流値と吸引力との対応関係から求め、こうして得た吸引力に、予め記憶し
ていた摩擦係数及び回転半径を乗じることにより、換算ブレーキトルクＴを算出する。
【００３２】
　この換算ブレーキトルクＴは、その算出過程からも分かるようにブレーキコイルの吸引
力のトルクである。一方、制動保持トルクはブレーキシューのブレーキドラムへの押付力
のトルクである。
　ブレーキコイルの吸引力はブレーキシューの押付力を弱める向きに作用するものである
から、吸引電流値が０のときの最大制動保持トルクから換算ブレーキトルクＴを減じたも
のが綱車５が回転し始める時点における制動保持トルクであるということになる。換言す
れば、綱車５が回転し始める時点における制動保持トルクはアンバランストルクＴＡにほ
ぼ等しいため、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加えたものが吸引電流
値が０のときの最大制動保持トルクである。
【００３３】
　このステップＳ５の後はステップＳ６へと進み、制御装置９のデータ記録演算部９ｄは
、ステップＳ５で吸引電流値から求めた換算ブレーキトルクＴに基づいて、制動装置７の
制動能力が予め設定した保守点検基準の範囲内であるか否かについて判断を行う。
　この制動装置７の制動能力が予め設定した保守点検基準の範囲内であるか否かについて
の判断方法について、図３を参照しながら具体的に説明する。
【００３４】
　まず、制御装置９のデータ記録演算部９ｄには、かご１内が無負荷の状態におけるアン
バランストルクＴＡ、このアンバランストルクＴＡより大きい所定の保守点検基準下限ト
ルクＴＬ、及び、この保守点検基準下限トルクＴＬより大きい所定の保守点検基準上限ト
ルクＴＵの各値が予め記憶されている。
　そして、前述のようにブレーキコイルへと供給する吸引電流値を０から徐々に大きくし
ていき綱車５が回転し始める時点における制動保持トルクはほぼアンバランストルクＴＡ
に等しいので、データ記録演算部９ｄは、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルク
Ｔを加えた値により、制動装置７の制動能力である最大制動保持トルクを評価する。
【００３５】
　つまり、データ記録演算部９ｄは、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを
加えた値が保守点検基準下限トルクＴＬ以上かつ保守点検基準上限トルクＴＵ以下である
場合には、制動装置７の制動能力は所定の保守点検基準の範囲内であって正常であると判
断する。
　また、データ記録演算部９ｄは、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加
えた値が保守点検基準下限トルクＴＬより小さい場合、又は、アンバランストルクＴＡに
換算ブレーキトルクＴを加えた値が保守点検基準上限トルクＴＵより大きい場合には、制
動装置７の制動能力は所定の保守点検基準の範囲外であって異常であると判断する。
【００３６】
　このようにして、ステップＳ６において、制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、ステ
ップＳ５で求めた換算ブレーキトルクＴに基づいて、制動装置７の制動能力が予め設定し
た保守点検基準の範囲内であるか否かについて判断を行う。そして、この判断において、
アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加えた値が保守点検基準下限トルクＴ
Ｌ以上かつ保守点検基準上限トルクＴＵ以下である場合には、制動装置７の制動能力は正
常であると判断し、ステップＳ７へと進む。
　このステップＳ７においては制御装置９は制動能力確認運転モードを終了し、続くステ
ップＳ８で制御装置９は当該エレベーターの運転モードを通常運転モードへと移行させた
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後、一連の動作フローを終了する。
【００３７】
　一方、ステップＳ６の判断において、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴ
を加えた値が保守点検基準下限トルクＴＬより小さい又は保守点検基準上限トルクＴＵよ
り大きい場合には、ステップＳ９へと進む。
　このステップＳ９においては、制御装置９は、制動装置７の制動能力は異常であると判
断して当該エレベーターの運転を休止し、続くステップＳ１０で制御装置９は図示しない
発報装置を用いて制動装置７の制動能力が異常である旨を当該エレベーターの保守会社等
の所定の場所へと発報した後、一連の動作フローを終了する。
【００３８】
　以上のように構成されたエレベーター装置は、エレベーターの昇降路内に昇降自在に配
置されたかご及び釣合い重りと、かご及び釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、駆動
装置の綱車に巻き掛けられ、かご及び釣合い重りを昇降路内に吊持する主ロープと、駆動
装置の綱車を制動する制動装置と、駆動装置及び制動装置の制御を行う制御装置と、を有
するエレベーター装置において、綱車の回転数を検出するエンコーダと、制動装置に設け
られ、電流により付勢されるとブレーキシューを吸引して制動を解除するブレーキコイル
を有するブレーキと、を備え、制御装置は、エレベーターの運転モードについて制動能力
確認運転モードへの切替制御を行うとともに、エレベーターの運転モードが制動能力確認
運転モードであるときに、かご側と釣合い重り側との間に重量の不均衡がある状態で制動
装置によりかごを停止させ、ブレーキコイルへの吸引電流を制御して制動装置による制動
を徐々に開放し、エンコーダを介してかごの移動開始を検知し、かごの移動開始時点にお
ける吸引電流の値に基づいて、制動装置の制動能力を測定し、制動能力が所定の基準を外
れた場合に、制動装置の制動能力が異常であると判断するものである。
【００３９】
　また、制御装置は、かご側と釣合い重り側との重量の不均衡から生じるアンバランスト
ルクと、ブレーキコイルへの吸引電流を制御して制動装置による制動を徐々に開放しかご
が移動を開始した時点での吸引電流におけるブレーキコイルの吸引力のトルクとの和でも
って、制動装置の制動能力を評価するものである。
　このため、かごを停止したまま制動装置の制動能力の測定を行うことができる。
【００４０】
　そして、かご内の負荷を検出するかご内負荷検出装置をさらに備え、制御装置は、かご
内負荷検出装置の検出結果に基づきかご内が無負荷状態であるときに制動装置の制動能力
の測定を行うものであり、かごが停止する最上階における所定の停止位置を超えてかごが
さらに上方へと移動することを規制するリミットスイッチをさらに備え、釣合い重りの重
量は、かご内が無負荷状態であるときのかご側の重量より重くなるように設定され、制御
装置は、かごを最上階の停止位置に停止させた状態において制動装置の制動能力の測定を
行うものである。
　このため、制動能力の測定中に万一かごが移動した場合においても、かごは上方へと移
動してリミットスイッチが作動してかごの移動を即座に停止させることができる。
【００４１】
　さらに、制動装置の制動能力が異常であると判断した場合に、エレベーターの運転を休
止するとともに、その旨を所定の場所に発報するものであるため、制動装置の制動能力に
異常が発生した場合に、速やかに保守作業を促すことができる。
【００４２】
実施の形態２．
　図４は、この発明の実施の形態２に係るもので、エレベーター装置の動作の流れを示す
フロー図である。
　前述した実施の形態１は、吸引電流値から求めた換算ブレーキトルクに基づいて、制動
装置の制動能力が予め設定した保守点検基準の範囲内であるか否かよって制動能力が正常
であるか否かについて判断するものであったが、ここで説明する実施の形態２は、前回の
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制動能力確認運転モードにおいて測定・演算した制動装置の制動能力（換算ブレーキトル
ク）を記憶・蓄積しておき、今回と前回との制動能力の差分（変動量）を演算して、この
制動能力の差分（変動量）が予め設定した保守点検変動量基準の範囲内であるか否かによ
って制動能力が正常であるか否かについて判断するようにしたものである。
【００４３】
　すなわち、この実施の形態にあっては、エレベーター装置、特に制御装置９は、図４に
示す一連のフローに従って動作する。
　当該エレベーターが通常運転モードにあるときに（ステップＳ２０）、前述した所定の
運転モード移行条件、例えば予め設定された当該エレベーターの利用者が少ない時間帯に
なる、が成立すると、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動能力確認運転モ
ードへと移行させようとする（ステップＳ２１）。
【００４４】
　そして、制動能力確認運転モードへと移行させようとするにあたり、まず、ステップＳ
２２で、制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、かご内負荷データ９ｂに基づいてかご１
内の負荷の確認を行い、続くステップＳ２３において、データ記録演算部９ｄは、ステッ
プＳ２２で確認されたかご１内の負荷に基づいてかご１内に乗客（利用者）がいない状態
であるか否かについて判断を行う。
　この確認において、かご１内に乗客がいない状態でない、すなわち、かご１内に乗客が
いる状態であると判断された場合には、ステップＳ２０へと戻り、制御装置９は当該エレ
ベーターの運転モードを通常運転モードで継続させる。
【００４５】
　一方、ステップＳ２３の確認において、かご１内に乗客がいない状態であってかご１内
は無負荷積載の状態であると判断された場合には、ステップＳ２４へと進む。このステッ
プＳ２４においては、制御装置９は、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動
能力確認運転モードへと移行させ、次の動作を行う。
　まず、制御装置９の駆動制御指令部９ｅは駆動装置３へと制御指令を出力して駆動装置
３を駆動させかご１を最上階へと走行させて、かご１が当該最上階に到着したならば、制
御装置９のブレーキ制御指令部９ｆは制動装置７へと制御指令を出力して制動装置７を動
作させて、この最上階においてかご１を停止させる。
【００４６】
　次に、ブレーキ制御指令部９ｆは、制動装置７のブレーキコイルへと供給する吸引電流
値を０から徐々に大きくしていくように制御して、制動装置７のブレーキを徐々に開放し
、制動装置７による制動保持トルクを徐々に小さくしていく。
　そして、制動装置７による制動保持トルクがアンバランストルクＴＡを下回ると駆動装
置３の綱車５が回転を始める。制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、エンコーダ８から
のエンコーダパルスデータ９ｃを監視することにより綱車５が回転し始める時を検知し、
この綱車５が回転し始める時点において制動装置７のブレーキコイルへと供給している吸
引電流値を測定してこれを記録する。
【００４７】
　以上のステップＳ２４における一連のブレーキコイルへの吸引電流値の測定及び記録処
理の後はステップＳ２５へと移行する。このステップＳ２５においては、データ記録演算
部９ｄは、先のステップＳ２４で測定・記録したブレーキコイルへの吸引電流値を、制動
装置７のブレーキ制動能力へと換算する。
　具体的には、ステップＳ２４で得た吸引電流値におけるブレーキコイルの吸引力を、予
め記憶していた吸引電流値と吸引力との対応関係から求め、こうして得た吸引力に、予め
記憶していた摩擦係数及び回転半径を乗じることにより、換算ブレーキトルクＴを算出す
る。
【００４８】
　このステップＳ２５の後はステップＳ２６へと進み、データ記録演算部９ｄは、ステッ
プＳ２５で今回求めた換算ブレーキトルクＴと、データ記録演算部９ｄに記録されている
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前回の制動能力確認運転モードにおいて測定・演算した換算ブレーキトルクＴとの差分を
演算する。
　また、データ記録演算部９ｄは、ステップＳ２５で今回演算した換算ブレーキトルクＴ
の値を記録する。
【００４９】
　そして、ステップＳ２７へと移行して、データ記録演算部９ｄは、ステップＳ２６で求
めた換算ブレーキトルクＴの差分に基づいて、制動装置７の制動能力の変動量が所定の保
守点検変動量基準の範囲内であるか否かについて判断を行う。
　すなわち、制御装置９のデータ記録演算部９ｄには、０以上である所定の保守点検変動
量基準トルクＴＤの値が予め記憶されており、データ記録演算部９ｄは、換算ブレーキト
ルクＴの差分の絶対値が保守点検変動量基準トルクＴＤ以下である場合には、制動装置７
の制動能力は所定の保守点検変動量基準の範囲内であって正常であると判断する。
　また、データ記録演算部９ｄは、換算ブレーキトルクＴの差分の絶対値が保守点検変動
量基準トルクＴＤより大きい場合には、制動装置７の制動能力は所定の保守点検変動量基
準の範囲外であって異常に変動したと判断する。
【００５０】
　このようにして、ステップＳ２７において、データ記録演算部９ｄは、ステップＳ２６
で求めた換算ブレーキトルクＴの差分に基づいて、制動装置７の制動能力の変動量が予め
設定した保守点検変動量基準の範囲内であるか否かについて判断を行う。そして、この判
断において、換算ブレーキトルクＴの差分の絶対値が保守点検変動量基準トルクＴＤ以下
である場合には、制動装置７の制動能力は正常であると判断してステップＳ２８へと進む
。
　このステップＳ２８においては制御装置９は制動能力確認運転モードを終了し、続くス
テップＳ２９で制御装置９は当該エレベーターの運転モードを通常運転モードへと移行さ
せた後、一連の動作フローを終了する。
【００５１】
　一方、ステップＳ２７の判断において、換算ブレーキトルクＴの差分の絶対値が保守点
検変動量基準トルクＴＤより大きい場合には、ステップＳ３０へと進む。
　このステップＳ３０においては、制御装置９は、制動装置７の制動能力は異常であると
判断して当該エレベーターの運転を休止し、続くステップＳ３１で制御装置９は図示しな
い発報装置を用いて制動装置７の制動能力が異常である旨を当該エレベーターの保守会社
等の所定の場所へと発報した後、一連の動作フローを終了する。
　なお、他の構成や動作については実施の形態１と同様である。
【００５２】
　以上のように構成されたエレベーター装置は、エレベーターの昇降路内に昇降自在に配
置されたかご及び釣合い重りと、かご及び釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、駆動
装置の綱車に巻き掛けられ、かご及び釣合い重りを昇降路内に吊持する主ロープと、駆動
装置の綱車を制動する制動装置と、駆動装置及び制動装置の制御を行う制御装置と、を有
するエレベーター装置において、制御装置は、エレベーターの運転モードについて制動能
力確認運転モードへの切替制御を行うとともに、エレベーターの運転モードが制動能力確
認運転モードであるときに、制動装置の制動能力を測定し、測定した制動能力の前回の測
定時における制動能力からの変動量が所定の変動量基準を外れた場合に、制動装置の制動
能力が異常であると判断するものである。
　このため、制動能力が異常に至る兆候を検知することができ、制動能力の異常に起因す
る危険動作を未然に防止することが可能である。
【００５３】
　また、綱車の回転数を検出するエンコーダと、制動装置に設けられ、電流により付勢さ
れるとブレーキシューを吸引して制動を解除するブレーキコイルを有するブレーキと、を
さらに備え、制御装置は、かご側と釣合い重り側との間に重量の不均衡がある状態で制動
装置によりかごを停止させ、ブレーキコイルへの吸引電流を制御して制動装置による制動
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を徐々に開放し、エンコーダを介してかごの移動開始を検知し、かごの移動開始時点にお
ける吸引電流の値に基づいて、制動装置の制動能力を評価するものである。
　このため、かごを停止したまま制動装置の制動能力が異常に至る兆候を検知することが
できる。
【００５４】
実施の形態３．
　図５は、この発明の実施の形態３に係るもので、エレベーター装置の動作の流れを示す
フロー図である。
　前述した実施の形態１（又は実施の形態２）は、制動装置の備えるブレーキが１つであ
るいわゆるシングルブレーキであったが、ここで説明する実施の形態３は、制動装置に互
いに独立して制動動作可能であるブレーキを２つ備えたいわゆるダブルブレーキとした場
合である。
【００５５】
　すなわち、綱車５の回動を制動する制動装置７には、ブレーキドラムに対向するように
配置され、それぞれが互いに独立して制動動作可能であるブレーキが２つ備えられており
、いわゆるダブルブレーキが構成されている。
　これらのブレーキはそれぞれがブレーキコイルを備えており、制御装置９のブレーキ制
御指令部９ｆから出力される制御指令を介して、これらのブレーキコイルに供給する吸引
電流のそれぞれを別個独立して制御することが可能である。
【００５６】
　この実施の形態にあっては、エレベーター装置、特に制御装置９は、図４に示す一連の
フローに従って動作する。なお、ここでは、実施の形態１においてダブルブレーキとした
場合について説明する。
　当該エレベーターが通常運転モードにあるときに（ステップＳ４０）、前述した所定の
運転モード移行条件、例えば予め設定された当該エレベーターの利用者が少ない時間帯に
なる、が成立すると、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動能力確認運転モ
ードへと移行させようとする（ステップＳ４１）。
【００５７】
　そして、制動能力確認運転モードへと移行させようとするにあたり、まず、ステップＳ
４２で、制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、かご内負荷データ９ｂに基づいてかご１
内の負荷の確認を行い、続くステップＳ４３において、データ記録演算部９ｄは、ステッ
プＳ４２で確認されたかご１内の負荷に基づいてかご１内に乗客（利用者）がいない状態
であるか否かについて判断を行う。
　この確認において、かご１内に乗客がいない状態でない、すなわち、かご１内に乗客が
いる状態であると判断された場合には、ステップＳ４０へと戻り、制御装置９は当該エレ
ベーターの運転モードを通常運転モードで継続させる。
【００５８】
　一方、ステップＳ４３の確認において、かご１内に乗客がいない状態であってかご１内
は無負荷積載の状態であると判断された場合には、ステップＳ４４へと進む。このステッ
プＳ４４においては、制御装置９は、制御装置９は当該エレベーターの運転モードを制動
能力確認運転モードへと移行させ、次の動作を行う。
　まず、制御装置９の駆動制御指令部９ｅは駆動装置３へと制御指令を出力して駆動装置
３を駆動させかご１を最上階へと走行させて、かご１が当該最上階に到着したならば、制
御装置９のブレーキ制御指令部９ｆは制動装置７へと制御指令を出力して制動装置７を動
作させて、この最上階においてかご１を停止させる。
　次に、ブレーキ制御指令部９ｆは、制動装置７の備える２つのブレーキのうち一方のブ
レーキのブレーキコイルへと通電してこの一方のブレーキを完全に開放した状態にする。
【００５９】
　その上で、ブレーキ制御指令部９ｆは、他方のブレーキのブレーキコイルへと供給する
吸引電流値を０から徐々に大きくしていくように制御して、制動装置７の他方のブレーキ
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を徐々に開放し、制動装置７の他方のブレーキによる制動保持トルクを徐々に小さくして
いく。
　そして、制動装置７の他方のブレーキによる制動保持トルクがアンバランストルクＴＡ
を下回ると駆動装置３の綱車５が回転を始める。制御装置９のデータ記録演算部９ｄは、
エンコーダ８からのエンコーダパルスデータ９ｃを監視することにより綱車５が回転し始
める時を検知し、この綱車５が回転し始める時点において制動装置７のブレーキコイルへ
と供給している吸引電流値を測定してこれを記録する。
【００６０】
　以上のステップＳ４４における一連のブレーキコイルへの吸引電流値の測定及び記録処
理の後はステップＳ４５へと移行する。このステップＳ４５においては、データ記録演算
部９ｄは、先のステップＳ４４で測定・記録したブレーキコイルへの吸引電流値を、制動
装置７のブレーキ制動能力へと換算する。
　具体的には、ステップＳ４４で得た吸引電流値におけるブレーキコイルの吸引力を、予
め記憶していた吸引電流値と吸引力との対応関係から求め、こうして得た吸引力に、予め
記憶していた摩擦係数及び回転半径を乗じることにより、換算ブレーキトルクＴを算出す
る。
【００６１】
　このステップＳ４５の後はステップＳ４６へと進み、データ記録演算部９ｄは、ステッ
プＳ４５で吸引電流値から求めた換算ブレーキトルクＴに基づいて、制動装置７の制動能
力が予め設定した保守点検基準の範囲内であるか否かについて判断を行う。
　この制動装置７の制動能力が予め設定した保守点検基準の範囲内であるか否かについて
の判断方法は、実施の形態１に係る図２のステップＳ６と同様であって、データ記録演算
部９ｄは、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加えた値が保守点検基準下
限トルクＴＬ以上かつ保守点検基準上限トルクＴＵ以下である場合には、制動装置７の制
動能力は所定の保守点検基準の範囲内であって正常であると判断し、また、アンバランス
トルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加えた値が保守点検基準下限トルクＴＬより小さい
場合、又は、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴを加えた値が保守点検基準
上限トルクＴＵより大きい場合には、制動装置７の制動能力は所定の保守点検基準の範囲
外であって異常であると判断する。
【００６２】
　このステップＳ４６の判断において、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルクＴ
を加えた値が保守点検基準下限トルクＴＬ以上かつ保守点検基準上限トルクＴＵ以下であ
る場合には、制動装置７の（他方のブレーキの）制動能力は正常であると判断し、ステッ
プＳ４７へと進む。
　このステップＳ４７においては制御装置９は制動能力確認運転モードを終了し、続くス
テップＳ４８で制御装置９は当該エレベーターの運転モードを通常運転モードへと移行さ
せた後、一連の動作フローを終了する。
【００６３】
　一方、ステップＳ４６の判断において、アンバランストルクＴＡに換算ブレーキトルク
Ｔを加えた値が保守点検基準下限トルクＴＬより小さい又は保守点検基準上限トルクＴＵ
より大きい場合には、ステップＳ４９へと進む。
　このステップＳ４９においては、制御装置９は、制動装置７の（他方のブレーキの）制
動能力は異常であると判断して当該エレベーターの運転を休止し、続くステップＳ５０で
制御装置９は図示しない発報装置を用いて制動装置７の（他方のブレーキの）制動能力が
異常である旨を当該エレベーターの保守会社等の所定の場所へと発報した後、一連の動作
フローを終了する。
【００６４】
　以上においては制動装置７の備える２つのブレーキのうち一方を開放して他方の制動能
力について確認を行ったが、ステップＳ４８又はステップＳ５０の後に、これらのブレー
キの役割を交代して今度はまだ制動能力の確認を行っていないもう一方のブレーキの制動
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　この場合においては、
ステップＳ４４において、制動装置７の備える２つのブレーキのうち先に制動能力の確認
を行った方（上の説明中の「他方」）のブレーキのブレーキコイルへと通電して完全に開
放した状態にした上で、まだ制動能力の確認を行っていない方（上の説明中の「一方」）
のブレーキのブレーキコイルへと供給する吸引電流値を徐々に大きくしていくように制御
してブレーキを徐々に開放し制動保持トルクを徐々に小さくしていくようにすればよい。
【００６５】
　なお、他の構成や動作については実施の形態１と同様である。
　また、ここでは、実施の形態１においてダブルブレーキとした場合について説明したが
、実施の形態２においてダブルブレーキとした場合についても同様にして構成することが
できる。
【００６６】
　以上のように構成されたエレベーター装置は、実施の形態１又は実施の形態２の構成に
おいて、制動装置は、互いに独立して制動動作可能な２つのブレーキを有し、制御装置は
、一方のブレーキを開放した上で、他方のブレーキのブレーキコイルへの吸引電流を制御
して制動装置による制動を徐々に開放し、エンコーダを介してかごの移動開始を検知し、
かごの移動開始時点における吸引電流の値に基づいて、制動装置の制動能力を評価するも
のである。
　このため、いわゆるダブルブレーキの構成をもつ制動装置において、それぞれのブレー
キの制動能力の確認を行うことが可能である。
【産業上の利用可能性】
【００６７】
　この発明は、エレベーターの昇降路内に昇降自在に配置されたかご及び釣合い重りと、
前記かご及び前記釣合い重りの昇降を駆動する駆動装置と、前記駆動装置の綱車に巻き掛
けられ、前記かご及び前記釣合い重りを前記昇降路内に吊持する主ロープと、前記駆動装
置の前記綱車を制動する制動装置と、前記駆動装置及び前記制動装置の制御を行う制御装
置と、を有するエレベーター装置に利用できる。
【符号の説明】
【００６８】
　　１　　かご
　　２　　釣合い重り
　　３　　駆動装置
　　４　　主ロープ
　　５　　綱車
　　６　　そらせ車
　　７　　制動装置
　　８　　エンコーダ
　　９　　制御装置
　　９ａ　かご位置データ
　　９ｂ　かご内負荷データ
　　９ｃ　エンコーダパルスデータ
　　９ｄ　データ記録演算部
　　９ｅ　駆動制御指令部
　　９ｆ　ブレーキ制御指令部
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